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議 会 運 営 委 員 会 会議録 
 

日時 令和７年９月１日（月）１５：００～ 

場所 第１・２委員会室 

 

委員名 □委員長 齋藤俊夫 □副委員長 大和晴美 □委員 遠藤龍之 □委員 丸子直樹 

□委員 渡邊千恵美        （□議長 菊地康彦 □副議長 伊藤貞悦） 

欠席なし 

次      第 

 

１ 開会宣告【委員長】 

 

 

２ 報告並びに連絡 

 ⑴ 令和７年第３回山元町議会定例会提出議案について 

  ① 長送付議案等  【別紙①】 

 

３ 協議事項 

 ⑴ 令和７年第３回山元町議会定例会の運営について 

協議番号 協議事項 協議内容 

１ 会議時間 全日変更 無 ・ 有（ 月 日   時  ～  時 ） 

２ 一括議題の取り扱い 無 ・ 有（認定第１号 ～ 認定第６号） 

３ 先議及び委員会付託 

無 ・ 有（先議 議案第４４号 誰でも通園条例） 

    （付託 総務民生・産建教育） 

    （閉会中の継続審査 無 ・ 有） 

４ 一般質問 【別紙②】７名 １４件 

５ 会期日程 

【別紙③】９月５日～２６日決算審査６日間 

遠藤委員長、丸子副委員長（申し合わせ席順） 

常任委員会等構成 最終日宮城野ゴルフクラブ執行部

との懇親会 

６ 議事日程 
【別紙④】一般質問二日４人・３人 

１２日総括質疑、特別委員会構成 

７ 陳情等の取り扱い 

【別紙⑤】無 ・ 有  

（陳情第７号 郵送町外団体 取扱基準→配付のみ） 

（陳情第８号 郵送町外団体 取扱基準→配付のみ） 

８ 説明員の出席要求 【別紙⑥】別紙のとおり要求する。 
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 ⑵ 委員会の開催について 

  ① 会期中に開催する場合がある。 

 

 

 ⑶ その他 

【局長】議員から緊急質問の話が出た。 

【委員長】緊急質問を２点したい。１点目は本町初のクマ出没情報があるにもかかわらず

対応がちぐはぐである。２点目は遠隔地津波発生において警戒本部設置が遅れ、所定の避

難広報が行われず、避難所情報の早期提供が遅くなった。命に関わる重要な問題であり、

緊急性を感じる。 

【遠藤】この問題が本当に「緊急質問」に値するほどの緊急性があるのか疑問を呈す。一

般的な行政運営における対応であり、通常の手続きである「一般質問」で十分に議論でき

る内容だ。どんな問題でも緊急質問として取り上げてしまうと、議会運営が混乱する可能

性があると指摘する。 

【渡邊】遠隔地津波も自然災害であり、緊急事態だと感じる。 

【委員長】事務局で資料を準備するのに何分必要か。 

【局長】５分ほどいただきたい。 

（１５：３８休憩 １５：４５再開） 

【委員長】事務局から説明を。 

【局長】配付資料、議員必携「緊急質問」及び県議長会「標準会議規則解説」を説明。事前

に県議長会に相談した際に、議運があるのならばそこで協議を経るのがいいだろうという

助言を得たので今回提案している。 

【遠藤】資料通りとして１１８ページ、一般質問で行うべきもの。発言の機会が奪われた

わけどもない、一般質問後に切迫した自然災害が起こったわけでもない。 

【委員長】危機管理は突然どうなるかわからないこと。 

【丸子】一般質問できるタイミングであり、締め切り後に起きたことでもない。緊急に町

に問うものではないのか。真に緊急性があるものに限るべきでいいという認識。今回のは

そうは思えない。 

【局長】委員長からの案件のため、議事整理を副委員長に任せるのはどうか。 

【副委員長】提案者が委員長だということで、私のほうで進めていきます。ほかに御意見

ありますか。 

【遠藤】意見は出尽くしている。資料通りでいいのではないか。 

【齋藤】提案者としては、１１８ページに一時的には議員が緊急性を判断。二次的には議

会での判断とある。そのため、通告し、議会で判断してもらいたい。 

【遠藤】手続き上の話か。一般質問という保証された権利があるので、そこですべきでは

ないのか。あくまで制度上、それが奪われた場合に緊急性を認めるのではないか。 

【齋藤】制限しようとするニュアンスに聞こえるが、本来のルールをわきまえたうえで、

町の状況が由々しき状況だといえる。危機意識をもって、執行部を擁護することが役割で

はない。 

【遠藤】許されている制度、そのことをいっている。 

【議長】ここで結論が出るかわからないが、議運でどうするまでは決めてほしい。 

【副委員長】議会運営委員会としての結論をまとめたいと思います。賛成の方（２人）、反
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対（２人）。反対の方がいるので緊急質問すべきではないということでまとめます。委員長

に戻します。 

【委員長】その他ほかにありますか。 

【議長】なり手不足委員会の発議をお願いしたい。議運に諮問していたので、どなたが提

案者、賛成者になるか決めてもらいたい。 

【委員長】進めるべき立場なので、どうしますか。 

【遠藤】これまでも議運で進めてきたので、委員長で。 

【委員長】それでは正副委員長で。 

【議長】委員会提案でどうか。 

【委員長】そういう内容。 

４ そ の 他 

 ⑴ 次回開催日時  令和７年１０月６日（月） １０：００～ 

第１・２委員会室 第３回議会定例会検証 

 

 

 

 

５ 閉会宣告【委員長】 

 

 

（１６：１９閉会） 

 

 


